
３医国第 9048-3 号 

令 和 ３ 年 ８ 月 ４ 日 

 

第七次香川県保健医療計画 

検討協議会委員各位 

 

香川県健康福祉部医務国保課長 

 

第３回第七次香川県保健医療計画検討協議会について（送付） 

 

第３回第七次香川県保健医療計画検討協議会については、新型コロナウイルス感染

症が拡大している状況を受けて、書面による開催（報告）とさせていただきたいと存じ

ます。 

第２回第七次香川県保健医療計画検討協議会で委員の皆様からいただいた御意見を

基に作成した「第七次香川県保健医療計画（素案）」について、パブリックコメント、

関係団体・市町への意見聴取を行いました。 

パブリックコメント等でいただいた御意見とそれに対する県の考え方については、

別添資料２，資料３のとおり取りまとめております。 

 その他に県全体の方針として、当計画に関連する「持続可能な開発目標（Sustainable 

Dvelopment Goals:SDG s）」を記載することとなったこと、当計画と連携する「かがわ

食育アクションプラン（素案）」に修正が生じたことから、別添資料４のとおり素案か

ら所要の修正を行い、資料５のとおり計画案を作成しておりますので、御報告いたしま

す。 

 

記 

送付資料について  
（１）第七次香川県保健医療計画（素案）に係るパブリックコメント等の 

実施及び今後の予定について・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料１  
 （２）第七次香川県保健医療計画について提出されたご意見と  

それに対する県の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  資料２  
（３）第七次香川県保健医療計画（素案）についての関係団体及び市町等から  

提出された意見とそれに対する県の考え方（案）  ・・・・・・・・資料３  
（４）第七次香川県保健医療計画（素案）からの主な修正項目・・・・  資料４  
（５）第七次香川県保健医療計画案・・・・・・・・・・・・・・・・  資料５  

  

 

 

 

【連絡先】 

香川県健康福祉部医務国保課 二宮 

 〒760-8570 高松市番町四丁目１－１０ 

 電話  087-832-3256 

 FAX   087-806-0248 

E-mail hp7527@pref.kagawa.lg.jp 



第３回第七次香川県保健医療計画検討協議会に係る意見書 

 

項目 について 

御意見等 

 

※今回ご報告しました資料について、御意見等ございましたら、当様式により御意見い

ただきますようお願いいたします。 

※提 出 先  香川県健康福祉部医務国保課 二宮 

       〒760-8570 高松市番町四丁目１－１０ 

       電話  087-832-3256 

 FAX   087-806-0248 

E-mail hp7527@pref.kagawa.lg.jp  
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第七次香川県保健医療計画（素案）に係るパブリックコメント 

等の実施及び今後の予定について 

 

 

 １ パブリックコメント等の実施 

   ①パブリックコメントの募集  令和３年７月１日～令和３年８月２日 

 

   ・保健医療計画関係 ３件 

 

   ②診療又は調剤に関する学識経験者の団体、保険者協議会及び市町等に対する 

意見聴取          令和３年７月１日～令和３年 7 月 14 日 

 

   ・診療又は調剤に関する学識経験者の団体 ０件 

   ・保険者協議会             ２件 

   ・市町等                ４件 

 

 

２ 今後の予定 

   ・香川県行政に係る基本計画の議決等に関する条例第 3 条による議案提出 

：令和３年９月に議案提出 

・県議会での議決後、公示、厚生労働大臣への提出 

 

資料１ 



 

第七次香川県保健医療計画について提出されたご意見と 

それに対する県の考え方 
 

問い合わせ先 

健康福祉部医務国保課 医療政策グループ 

〒760-8570 高松市番町四丁目１番 10 号 

電話:087-832-3256/FAX:087-806-0248 

E-mail:imu@pref.kagawa.lg.jp  

 

令和 3 年 7 月 1 日から令和 3 年 8 月 2 日までの１カ月間、第七次香川県保健医療計画につ

いて実施したパブリック・コメント（意見公募）では、２名の方から３件のご意見が寄せ

られました。ご意見をいただきありがとうございました。 

 

 これらのご意見について、適宜要約・集約して整理し、それらに対する県の考え方とあ

わせて以下に示します。 

 

 なお、賛否の結論だけを示したご意見や案と直接関係のないと考えられるご意見につい

ては、公表していません。 

 

 〈ご意見の提出者数〉 

  個人   ２件 

  企業   ０件 

  団体   ０件 

   合計   ２件 

〈提出されたご意見の数〉 

  計画策定の趣旨に関すること  １件 

  地域医療構想に関すること １件 

  医師確保計画に関すること １件 

    合  計          ３件 

  

資料２ 



 

ご意見 ご意見に対する県の考え方 

計画策定の趣旨に関すること 

 今も、医療は患者を治療し、再発を予防

する医術に専念していますが、健人である

ための環境と生活を探し当て、参考にする

取り組み方があります。保健所に調査研究

の業務が重視されます。 

再三の入院・退院と通院を経験するうち

に、病状の進行具合や快復への体調を感じ

られました。特に、ベッドから起きる度に

筋肉が生き返り、筋肉を使うと気力・体力

と食欲が蘇えります。 

合繊会社での現役時代に体験した低分子

から高分子に有機物合成のプロセスで、加

熱と加圧の窯に原料ガスと金属触媒を注入

する。人体も過熱と加圧の筋肉にアミノ酸

とミネラルが血流で送られ、多種類の蛋白

質が合成されているはずです。 

よって、ミネラルの金属成分と筋肉活動

が重要だと推測します。半世紀の化学肥料

と非鉄管香川用水、台所から鉄器が消え、

塩田の廃止によって金属成分の摂取が減少

したと疑います。 

 

・がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患

及び糖尿病等の生活習慣病に加え、骨折

と認知症を含む介護負担が増加するなど 

・回復期機能の充実や老々介護の助け、在

宅医療の確保 

・医療法の改正や本県の現状等も踏まえ、

患者の医療はもとより、健人の健康維持

の方策を見直し、居住地別の食料・飲料水

の金属成分(*1)と筋肉量・骨量などとの

相関を AI 統計解析し、最適条件を求めて

健康管理の指標に活用する「第七次香川

県保健医療計画」について、中間見直しを

行うものです 

 

 補記＊1：ICP 発光分光分析でマルチ分析 

 ご提案いただいた計画策定の趣旨に関

しては、医療法（昭和二十三年法律第二百

五号）第３０条の４第２項各号に定める計

画の記載事項について記載しております。 

御提案いただいた骨折等についても重

要な観点ではありますが、全ての疾病や事

業を記載することは現実的でないことか

ら、現在記載している医療法に定められた

５疾病・５事業及び在宅医療に関する記載

としております。 

 また、食料・飲料水の金属成分と筋肉量・

骨量の分析については、科学的な知見を基

に、国や他県の取組状況を踏まえるべきと

考えており、今後、実施の要否等を含めて

検討してまいりたいと考えております。 

 
※参考 

医療法第３０条の４第２項 

 第４号 生活習慣病その他の国民の健康の保

持を図るために特に広範かつ継続的な医療

の提供が必要と認められる疾病として厚生

労働省令で定めるものの治療又は予防に係

る事業に関する事項 

第５号 次に掲げる医療の確保に必要な事業

（以下「救急医療等確保事業」という。）に

関する事項（ハに掲げる医療については、

その確保が必要な場合に限る。） 

イ 救急医療 

ロ 災害時における医療 

ハ へき地の医療 

ニ 周産期医療 

ホ 小児医療（小児救急医療を含む。） 

ヘ イからホまでに掲げるもののほか、

都道府県知事が当該都道府県における

疾病の発生の状況等に照らして特に必

要と認める医療 
 第６号 居宅等における医療の確保に関する事

項 

 

医療法施行規則第３０条の２８ 

 法第３０条の４第２項第４号に規定する厚

生労働省令で定める疾病は、がん、脳卒中、心

筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患

とする。 

  



 

ご意見 ご意見に対する県の考え方 

地域医療構想に関すること 

「第３章 香川県地域医療構想」の個所を

ほぼ白紙で意見公募した理由について説明

下さい。 

「医療計画について」（医政発０４１３第

１号）にて厚生労働省医政局長が県知事宛

に「医療計画作成指針の見直し」を発出し

た。この内容では、「医療計画」の作成に当

たり、「介護保険事業（支援）計画等の他の

計画との整合性の確保」、すなわち「都道府

県介護保険事業及び市町村介護保険事業計

画」との整合性について十分に配慮した上

で、計画の作成と推進を求めている。 

国の指針は、県が医療計画を作成する手

引で、これを参考にして白紙部分に加筆す

る気力・能力がありますか。白紙の多さは

香川県健康福祉部（素案）独自の特徴で、

作成指針の手引きに従えない理由及び他県

より優れている根拠等を説明下さい。併せ

て、医務国保課、長寿社会対策課、障害福

祉課等と連携できない理由を説明下さい。 

 香川県地域医療構想は、平成 26 年 6 月 1

日付けで施行された「地域における医療と

介護の総合的な確保を推進するための関

係法律の整備等に関する法律（平成 26 年

法律第 83 号）」に基づき、平成 27 年度から

28 年度に、香川県地域医療構想策定検討会

にて一般公開のもと、繰り返し協議を行

い、平成 28 年 8 月に香川県医療審議会へ

諮ったうえで、同年 10 月に策定し、公示し

ております。 

（ https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/i

ryoukousou/kfvn2-8.html） 

香川県地域医療構想は、同構想第１章第

２節において、第 6 次香川県保健医療計画

の一部として、将来の医療提供体制に関す

る構想及びその達成に向けた病床の機能

分化及び連携の推進関する事項を定める

ものと位置付け、第 7 次香川県保健医療計

画においても、その位置づけを踏襲してい

ることから、今回意見公募を行っている第

7 次香川県保健医療計画の見直しに当たっ

ても、お示しのとおり、香川県地域医療構

想を位置付けております。 

なお、香川県地域医療構想策定に当たっ

ては、医療法（昭和 26 年法律第 205 号）を

はじめとする関係法令及び「地域医療構想

策定ガイドライン」（平成 27 年 3 月 31 日

付け医政発 0331 第 53 号）等を踏まえ、ま

た、県内市町、医師会等の関係団体、長寿

社会対策課、障害福祉課等の庁内各課の御

意見を伺うなど連携を図った上で策定し

ております。 

  



 

ご意見 ご意見に対する県の考え方 

医師確保計画に関すること 

「第４章 香川県医師確保計画」を白紙

状態で意見公募した理由について説明下さ

い。 

「良質かつ適切な医療を効率的に提供す

る体制の確保を推進するための医療法等の

一部を改正する法律」が第２０４回国会で

５月２１日成立し、医師の働き方改革が求

められた。令和６年からの施行であって

も、前述の「医療計画について」（医政発

０４１３第１号）を参考に、「地域医療支

援センター事業等の内容」、「地域医療対策

協議会への取組」、「医師の勤務負担軽減」

等について十分に記載しない理由を説明下

さい。なお、香川県独自の良い取組事例が

あれば加筆下さい。 

国はすでに第８次医療計画の策定に向け

た検討を始めており、本計画期間中に必要

となる「香川県医療勤務環境改善支援セン

ター」のこれまでの活動実績・評価を詳細

に記載すべきでないか、今後指定予定の

「医療機関勤務評価センター」による客観

的な評価を踏まえた医療機関への支援につ

いて本計画に記載できない理由について説

明下さい。 

 香川県医師確保計画は、平成 31 年 4 月 1

日付けで施行された「医療法及び医師法の

一部を改正する法律（平成 30 年法律第 79

号）」に基づき、令和元年度において、香川

県地域医療対策協議会にて一般公開のも

と、繰り返し協議を行い、令和 2 年 2 月に

香川県医療審議会へ諮ったうえで、同年 3

月に策定し、公示しております。 

（ https://www.pref.kagawa.lg.jp/imu/i

ryoujinzai/wfn4nw200228115843.html） 

香川県医師確保計画は、同計画第１章第

２節において、第 7 次香川県保健医療計画

の一部として、医師の確保に関する事項を

定めるものと位置付けられていることか

ら、今回、意見公募を行っている第 7 次香

川県保健医療計画において、お示しのとお

り、香川県医師確保計画を位置付けており

ます。 

なお、ご指摘の「地域医療支援センター」

や「地域医療対策協議会」、「医療従事者の

勤務環境の改善」等に係る取組みについて

は、香川県医師確保計画の第４章に記載し

ておりますので、上記 URL よりご参照いた

だければと思います。 

また、今後、厚生労働大臣が指定する「医

療機関勤務環境評価センター」について

は、都道府県の「医療勤務環境改善支援セ

ンター」との役割分担や連携方法につい

て、現時点で明確に示されていないため、

「医療機関勤務環境評価センター」による

客観的な評価を踏まえた本県の医療機関

への支援について、具体的な内容を計画に

記載することはできないと考えています。  

一方、本県では、今年度から、「地域医療

に特別な役割があり、医師の時間外労働が

多い医療機関を対象とした新たな支援事

業」を実施することとしており、令和 6 年

4 月 1 日から開始する医師の時間外労働の

上限規制に向けて、関係機関と連携のう

え、必要な対策に取組んでまいります。 

 



 

 

第七次香川県保健医療計画（素案）についての関係団体及び市町等 

から提出された意見とそれに対する県の考え方 

 

 意   見 意見に対する県の考え方 

保

険

者

協

議

会 

①【3 章 地域医療構想】（P33） 

 

地域医療構想については、今般のコロナ

禍を踏まえた感染症対応による見直しは当

然必要であると考えるが、2025 年を見据え

た地域の医療提供体制構築に向けた議論が

遅延することの無いよう対応いただきた

い。 

地域医療構想については、今後、医療ニ

ーズが変化し、かつ、医療資源が限られて

いる中で、患者の状態に応じた良質かつ適

切な医療を持続可能な形で提供できる体制

を構築することを目的としております。 

そのために、県内の医療機関等に病床機

能報告や県独自に行う入院患者実績調査の

結果を情報提供し、地域医療構想調整会議

での病床の機能分化・連携についての協議

を支援してまいります。 

また、病床機能分化連携基盤整備事業等

の医療介護総合国保基金による補助事業を

活用し、医療機関が行う回復期病床への転

換等への補助など、地域医療構想の実現に

向けた医療機関の取組みを支援してまいり

ます。 

⑪【7 章 2 節 １がん】（P65） 

 

コロナ禍により、令和２，３年は特にが

ん検診の受診率は低迷しており、数値目標

達成のため受診率向上に向けた具体的な取

組や啓発活動が重要と思われる。 

新型コロナウイルス感染症の影響により

がん検診の受診者数の減少が見込まれたこ

とから、令和２年 11 月に「発見は、『１年

先』にしてはいけない。」として四国新聞に

受診控えのリスクとがん検診では感染防止

対策を行っている内容の広告を掲載してお

ります。 

また、令和３年度は健やか香川 21ヘルス

プラン推進プロジェクトのメール配信事業

「うどんうんどう」６月号で受診控えへの

啓発を行うほか、県と包括協定を締結して

いる第一生命保険株式会社様と四国新聞掲

載の素材を活用したチラシを作成し配布し

ていただいております。 

今後とも、がん検診の実施主体である市

町と連携して、受診控えへの対応と受診率

向上のための啓発を行っていきたいと考え

ております。 

資料３ 



 

 

 

 意   見 意見に対する県の考え方 

坂

出

市 

①【全般】 

 

 病床数は可能な限り多い方が望ましい。 

 病床については、香川県地域医療構想に

基づいて構想区域ごとに設置している地域

医療構想調整会議において、地域の医療機

関による自主的な協議により、機能分化・

連携を進めるものと考えております。 

 県としても、協議に当たっての資料提供

や地域医療介護総合確保基金を活用した補

助事業により、医療機関の取組みを支援し、

医療ニーズが変化し、かつ、医療資源が限

られている中で、患者の状態に応じた良質

かつ適切な医療を持続可能な形で提供でき

る体制の構築を進めてまいりたいと考えて

おります。 

観

音

寺

市 

⑭【7章 2節 7新型コロナウイルス感染症】

（P112） 

 

ワクチン接種後の専門的相談体制確保の

継続と充実を求めます。 

県では、新型コロナワクチン接種後に、

かかりつけ医等からの副反応に関する相談

等に対応するため、県内 8 カ所の医療機関

と委託契約を締結し、相談体制を確保して

おります。 

相談体制については、市町においてワク

チン接種が実施されている間は継続する方

向ですが、相談実績等を踏まえ、箇所数の

拡充等は予定しておりません。 

小

豆

島

町 

⑮【2章 2 節 3 香川県及び各保健医療圏に

おける医療提供施設及び医療従事者の状

況】（P25） 

 

グラフ脚注の文字が読みにくいように思

います。 

公開に当たって、読みやすくなるよう努

めます。 

⑯【5 章 3 節 保健師】（P39） 

 

「卒業生の県内就業の促進を図ります。」

とありますが、どのように促進されますか。 

以下のように取り組んでおります。 

・香川県職員（保健師）採用選考試験案内

を県内養成機関へ送付しております。 

・保健師インターンシップの機会を捉え、

活動・業務等、行政保健師の魅力を伝えて

おります。 

 



 

 

第七次香川県保健医療計画（素案）からの主な修正項目 

 

 

章・節 項目 

ページ 修正内容 

１章２節 取組みの方向性 

Ｐ4 

本計画に掲げる施策と関連する「持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals：SDG s）」を追記した。 

 

（修正前） 

 記載なし 

（修正後） 

また、本計画に掲げる施策と関連する「持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals：SDG s）」は次のとおりです。 

 

９章３節 食育の推進 

Ｐ185～P186 

「食育アクションプラン」（素案）の修正に伴い、表記を修正した。 

 

（修正前） 

 〇 朝食を毎日食べている児童生徒の割合が低く、また、２０～３０歳

代男性の朝食をほとんど食べない人の割合が高い状況にあります。 

 〇 地域と連携した体験活動を行う小学校の割合が伸び悩んでおり、ま

た、学校給食における地場産物を活用する割合が減少しています。 

（修正後) 

〇 朝食を毎日食べている児童生徒の割合は、８０％台前半から伸びて

いません。また、２０～３０歳代男性の朝食をほとんど食べない人

の割合が１５％程度みられます。 

 〇 地域と連携した体験活動を行う小学校の割合や学校給食における

地場産物を活用する割合が伸び悩んでいます。 

 

資料４ 
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